
服装規定 

 

〈男女共通〉 

〇11月～4月までは冬服指定期間とする。5月～10月までは冬服・夏服どちらも可とする。 

〇本校指定の制服を故意に改造してはならない。 

〇許可されているもの以外の装飾品は禁止とする。 

以下の申し合わせ事項に反するものは異装の対象とする。 

 

男子冬服 

１ ジャケット 〇指定の制服とし，定められたボタンをはめる。 

〇登下校時には着用もしくは携行する。 

２ ズボン  〇指定のものとする。長さはくるぶしの隠れる程度，ストレートは可。 

３ Yシャツ  〇指定のものとする。 

４ ネクタイ  〇指定されたものを必ず着用すること。 

５ セーター  〇指定されたものを着用すること。 

 〇セーター着用時も必ずネクタイを着用すること。 

 〇セーターでの登下校は不可。 

６ 靴下  〇長さは，くるぶし上からひざ下のものとする。 

 〇模様は，進路活動にふさわしい範囲とする。 

 〇黒・白・紺・灰色・茶とする。 

 

女子冬服 

１ ジャケット 〇指定の制服とし，定められたボタンをはめる。 

〇登下校時には着用もしくは携行する。 

２ スカート  〇指定のものとする。スカートの丈は膝頭が隠れる程度とする。 

３ スラックス 〇指定のものとする。長さはくるぶしの隠れる程度とする。 

４ Yシャツ  〇指定のものとする。 

５ リボン  〇指定のものを必ず着用すること。 

６ ネクタイ  〇スラックス着用時には，指定されたものを必ず着用すること。 

７ セーター  〇指定のものを着用すること。 

〇セーター着用時も必ずリボン（スラックス着用時はネクタイ）を着用すること。 

〇セーターでの登下校は不可。 

８ ベスト  〇指定のものを着用すること。 

９ 靴下  〇長さは，くるぶし上からひざ下のものとする。 

 〇模様は，進路活動にふさわしい範囲とする。 

 〇黒・白・紺・灰色・茶とする。 

 〇ストッキングは黒または肌色で無地とする。 

 



 

共通項目 

１ マフラー  〇特に派手なものは着用しないこと。 

２ オーバーコート 〇黒・紺・茶系統の無地とする。形は特に派手でないもの。ジャンパー，ヨットパ

   ーカー，グラウンドコートは禁止。 

３ 手袋  〇本人の自覚に任せる。 

４ 上履  〇指定された学年カラーの運動靴とする。 

５ 外履  〇黒または茶の革靴とする。 

６ 体育館履  〇指定された学年カラーの運動靴とする。 

７ バッグ  〇原則、指定のものとする。ただし、荷物が多く、指定のカバンに入らない楊合

    は以下のものの使用を認める。 

   （1）メーカーロゴを除き、ダークカラー（黒、グレー、紺）のバッグ（リュック

     サック）とする。 

   （2）各部活動で指定されているバッグ（⑴に準じたものとする） 

８ 髪型  〇進路活動にふさわしい髪形とする。加工する行為を禁止する。 

 

男子夏服 

1 上着  〇夏服の場合には，上着は着用しなくてもよい。 

2 ズボン  〇指定のものとする。長さはくるぶしの隠れる程度，ストレートは可。 

3 Ｙシャツ  〇指定のものとする。 

4 ポロシャツ 〇指定のものとする。 

5 ネクタイ  〇夏服の場合には，ネクタイは着用しなくてもよい。ただし上着着用時はネクタ

    イを着用する。 

６ セーター  〇着用可。 

 

女子夏服 

１ 上着  〇夏服の場合には，上着は着用しなくてもよい。 

２ スカート  〇指定のものとする。スカートの丈は膝頭が隠れる程度とする。 

３ スラックス 〇指定のものとする。長さはくるぶしの隠れる程度とする。 

４ Ｙシャツ  〇指定のものとする。 

５ ボロシャツ 〇指定のものとする。 

６ リボン  〇夏服の場合には，リボンは着用しなくてもよい。ただし，上着・ベスト着用時

    はリボンを着用する。 

７ ネクタイ  〇夏服の場含には，ネクタイは着用しなくてもよい。ただし上着・ベスト着用時 

    はネクタイを着用する。 

８ セーター  〇着用可。 

９ ベスト  〇指定されたものを着用すること。 

 


